
予
防
専
門
型
訪
問
サ
ー
ビ
ス

（
従
来
の
サ
ー
ビ
ス
と
同
じ
）

生
活
支
援
型
訪
問
サ
ー
ビ
ス
（
一
体
型
）

※
同
一
の
事
業
所
で
「
訪
問
介
護
」
や
「
予
防
専
門
型
」
と
「
生
活
支
援
型
」
を
一
体
的
に
運
営

生
活
支
援
型
訪
問
サ
ー
ビ
ス
（
単
独
型
）

地
域
支
え
あ
い
型

法
人

各
学
区
の
地
域
福
祉
推
進
協
議
会

原
則
、
要
支
援
者

（チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト
に
よ
る
事
業
対
象
者
も
可
）

要
支
援
者

チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト
に
よ
る
事
業
対
象
者

（
そ
の
他
支
援
が
必
要
な
一
般
高
齢
者
）

ケ
ア
プ
ラ
ン
A
を
適
用

ケ
ア
プ
ラ
ン
C
を
適
用

身
体
介
護
（入
浴
介
助
等
）

生
活
援
助
（掃
除
・
洗
濯
・家
事
等
）

日
常
の
ご
み
出
し
、
買
い
物
支
援
、
電
球
の
交
換
等
の

ち
ょ
っ
と
し
た
困
り
ご
と
に
対
応

ケ
ア
プ
ラ
ン
に
基
づ
き
決
定

利
用
者
か
ら
の
希
望
や
生
活
環
境
等
に
応
じ
て
柔
軟
に
設
定

事
業
者
指
定

市
社
協
に
委
託

（
令
和
２
年
度
末
時
点
　
1
6区
94
学
区
）

賃
金
労
働
者

無
償
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

た
だ
し
、
1回
あ
た
り
1
0
0円
相
当
の
ポ
イ
ン
ト
を
付
与

　
　
・
介
護
予
防
訪
問
介
護
と
同
額
の
報
酬

　
　
・
加
算
体
系
も
介
護
予
防
訪
問
介
護
と
同
じ

・自
己
評
価
・
ユ
ー
ザ
ー
評
価
参
加
加
算
（2
0単
位
／
月
）

※
介
護
保
険
の
処
遇
改
善
加
算
相
当
分
も
加
味

　
　
　
　
・1
団
体
年
1
0
万
円
程
度
の
補
助
金
を
交
付

　
　
　
　
・ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
へ
の
謝
金

　
　
　
　
　
　
　
→
半
日
程
度
：
1,
0
00
円
（
月
2
4,
00
0
円
を
上
限
）

１
割
～
３
割
の
負
担

年
3
00
円
程
度
の
手
帳
発
行
手
数
料
を
負
担

国
保
連
経
由

事
業
者
に
直
接
支
払
い

（
社
協
に
事
務
を
委
託
）

限
度
額
管
理
あ
り

 （
要
支
援
２
：１
０
，
５
３
１
単
位
　
要
支
援
１
及
び
事
業
対
象
者
：
５
，
０
３
２
単
位
）

限
度
額
管
理
な
し

福
祉
人
材
助
成
事
業
、
キ
ャ
リ
ア
ア
ッ
プ
研
修
等
に
加
え
て
、

更
な
る
取
り
組
み
を
検
討

名
古
屋
市
の
第
１
号
訪
問
事
業
に
お
け
る
 　
 訪
問
サ
ー
ビ
ス
の
３
類
型
（令
和
４
年
６
月
時
点
）
　
　
※
詳
細
は
「総
合
事
業
の
実
施
に
関
す
る
要
綱
」、
各
サ
ー
ビ
ス
の
「
人
員
等
基
準
要
領
」
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

事
業
者
指
定

賃
金
労
働
者

国
保
連
経
由

法
人

１
割
～
３
割
の
負
担

サ
ー
ビ
ス
対
象
者

必
要
な
ケ
ア
プ
ラ
ン

提
供
す
る
サ
ー
ビ
ス

サ
ー
ビ
ス
提
供
の
頻
度

要
支
援
者

チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト
に
よ
る
事
業
対
象
者

　
生
活
援
助
（掃
除
・
洗
濯
・
家
事
等
）

　
・
概
ね
4
5分
～
1時
間
程
度

　
　
ケ
ア
プ
ラ
ン
に
基
づ
き
決
定

ケ
ア
プ
ラ
ン
B
を
適
用

事
業
主
体

事
業
所
の
指
定
／
委
託

従
事
者
の
雇
用
形
態

基
本
報
酬
額

請
求
の
方
法

（
利
用
者
負
担
分
を
除
く
）

利
用
者
負
担

人
員
基
準
等

※
1
　
管
理
上
支
障
が
な
い
場
合
、
同
一
敷
地
内
の
他
事
業
所
等
の
職
務
に
従
事
可

能
。

※
2
　
一
部
非
常
勤
職
員
も
可
能
。

【例
】要
介
護
者
40
人

　
　
　
要
支
援
者
8
0
人
(現
行
と
同
様
の
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
)

　
　
　
⇒
　
サ
ー
ビ
ス
提
供
責
任
者
3
人
以
上

　
　
　
　
 　
訪
問
介
護
員
等
　
常
勤
換
算
2.
5
人
以
上

・共
生
型
に
よ
る
指
定
事
業
所
は
別
基
準
に
よ
り
実
施

左
記
の
「予
防
専
門
型
訪
問
サ
ー
ビ
ス
」の
人
員
に
加
え
て
、
「
生
活
支
援
型
訪
問

サ
ー
ビ
ス
」の
利
用
者
数
に
応
じ
て
必
要
数

・
名
古
屋
市
高
齢
者
日
常
生
活
支
援
研
修
の
研
修
修
了
者
等
の
一
定
の
研
修
受
講

者
は
、
「生
活
支
援
型
訪
問
サ
ー
ビ
ス
」
利
用
者
の
み
ケ
ア
が
可
能

※
1
　
管
理
上
支
障
が
な
い
場
合
、
他
事
業
所
等
の
職
務
に
従
事
可
能
。

※
2
　
介
護
福
祉
士
、
初
任
者
研
修
等
の
修
了
者
を
配
置
す
る
こ
と
が
望
ま
し

い
。
名
古
屋
市
高
齢
者
日
常
生
活
支
援
研
修
修
了
者
等
の
一
定
の
研
修
受
講

者
の
配
置
も
可
能
。

　
　
　
　
・ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
　
　
　
　
　
１
人
以
上

　
　
　
　
・一
定
の
講
習
を
受
講
し
た
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
 　
必
要
数

限
度
額
管
理
の
有
無

人
材
の
確
保

限
度
額
管
理
あ
り

（
要
支
援
２
：
１
０
，
５
３
１
単
位
　
要
支
援
１
及
び
事
業
対
象
者
：
５
，
０
３
２
単
位
）

必
要
な
資
格

配
置
要
件

管
理
者

な
し

常
勤
・
専
従
１
以
上
　
※
１

サ
ー
ビ
ス

提
供
責
任
者

介
護
福
祉
士
等

常
勤
の
訪
問
介
護
員
等
の
う
ち

利
用
者
4
0
人
に
1
人
以
上
 ※
2

訪
問
介
護
員

介
護
福
祉
士

初
任
者
研
修
等
修
了
者
等

常
勤
換
算
2
.5
人
以
上

元
気
高
齢
者
や
主
婦
等
の
潜
在
的
介
護
者
を
対
象
と
し
た
担
い
手
の
養
成
研
修

(高
齢
者
日
常
生
活
支
援
研
修
)を
平
成
27
年
10
月
か
ら
実
施

元
気
高
齢
者
や
主
婦
等
を
対
象
と
し
た
担
い
手
の
養
成
研
修

を
実
施

必
要
な
資
格

配
置
要
件

管
理
者

な
し

専
従
１
名
以
上
　
※
1

訪
問
事
業
責
任
者

介
護
福
祉
士

初
任
者
研
修
等
修
了
者

一
定
の
研
修
受
講
者
　
※
２

必
要
数

従
事
者

同
上

必
要
数

区
分

報
酬
区
分

対
象
者

単
位
数

週
１
回

月
額

事
業
対
象
者
・要
支
援
１
・
要
支
援
２

1
,1
76
単
位

週
２
回

月
額

事
業
対
象
者
・要
支
援
１
・
要
支
援
２

2
,3
49
単
位

週
２
回
超

月
額

要
支
援
２

3
,7
27
単
位

区
分

報
酬
区
分

対
象
者

単
位
数

週
１
回

月
額

事
業
対
象
者
・要
支
援
１
・要
支
援
２

97
2単
位

週
２
回

月
額

事
業
対
象
者
・要
支
援
１
・要
支
援
２

1,
94
4単
位

週
２
回
超

月
額

要
支
援
２

2,
91
6単
位



予
防
専
門
型
通
所
サ
ー
ビ
ス

（
従
来
の
サ
ー
ビ
ス
と
同
じ
）

ミ
ニ
デ
イ
型
通
所
サ
ー
ビ
ス
（
一
体
型
）

ミ
ニ
デ
イ
型
通
所
サ
ー
ビ
ス
（
単
独
型
）

運
動
型
通
所
サ
ー
ビ
ス
（
一
体
型
）

運
動
型
通
所
サ
ー
ビ
ス
（
単
独
型
）

サ
ロ
ン
型

（
一
般
介
護
予
防
事
業
と
し
て
実
施
）

法
人

法
人

法
人
・
個
人

※
個
人
は
運
動
型
通
所
サ
ー
ビ
ス
を
実
施
す
る
者
に
限
る

法
人

法
人
・
個
人

※
個
人
は
施
術
所
を
開
設
し
て
い
る
者
に
限
る

町
内
会
、
個
人
、
団
地
管
理
組
合
、
N
P
O
等

原
則
、
要
支
援
者

（
チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト
に
よ
る
事
業
対
象
者
も
可
）

限
定
な
し

ケ
ア
プ
ラ
ン
A
を
適
用

ケ
ア
プ
ラ
ン
C
を
適
用

送
迎
、
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
、
入
浴
、
機
能
訓
練
、
レ
ス
パ
イ
ト

※
個
別
サ
ー
ビ
ス
計
画
に
よ
り
実
施

高
齢
者
の
交
流
の
場

趣
味
の
集
ま
り

住
民
主
体
の
食
事
会

ケ
ア
プ
ラ
ン
に
基
づ
き
決
定

週
１
回
～
２
回

利
用
者
の
様
態
に
よ
り
利
用
時
間
は
異
な
る

月
２
回
以
上
の
頻
度
で
通
年
開
催
さ
れ
る
も
の

事
業
者
指
定

な
し

（
助
成
を
受
け
る
場
合
は
申
請
を
要
す
る
）

＜
法
人
の
場
合
＞

左
記
「
予
防
専
門
型
通
所
サ
ー
ビ
ス
」
に
同
じ

た
だ
し
、
他
事
業
に
支
障
の
あ
る
場
所
で
の
実
施
は
不
可

＜
個
人
の
場
合
＞

施
術
所
（接
骨
院
等
）

・
食
堂
・
機
能
訓
練
室

　
（
３
㎡
×
通
所
介
護
、
予
防
専
門
型
通
所
サ
ー
ビ
ス
の

利
用
定
員
の
面
積
が
必
要
）

・
静
養
室
・
相
談
室
・
事
務
室

・
消
火
設
備
そ
の
他
非
常
災
害
に
必
要
な
設
備

・
必
要
な
そ
の
他
の
設
備
・備
品

・
共
生
型
に
よ
る
指
定
事
業
所
は
別
基
準
に
よ
り
実
施

　
左
記
の
「
予
防
専
門
型
通
所
サ
ー
ビ
ス
」の
設
備
基
準
に
加

え
て
、
食
堂
・
機
能
訓
練
室
は
、
３
㎡
×
ミ
ニ
デ
イ
型
通
所

サ
ー
ビ
ス
利
用
定
員
（
3名
以
上
）
の
面
積
が
必
要

・
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
た
め
に
必
要
な
場
所

（
３
㎡
×
ミ
ニ
デ
イ
型
通
所
サ
ー
ビ
ス
利
用
定
員
（
3
名
以
上
）

の
面
積
が
必
要
）

・
必
要
な
設
備
・備
品

　
左
記
の
「
予
防
専
門
型
通
所
サ
ー
ビ
ス
」の
設
備
基
準

に
加
え
て
、
食
堂
・機
能
訓
練
室
は
、
３
㎡
×
運
動
型
通
所

サ
ー
ビ
ス
利
用
定
員
（
1名
以
上
）の
面
積
が
必
要

・
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
た
め
に
必
要
な
場
所

　
（
３
㎡
×
運
動
型
通
所
サ
ー
ビ
ス
利
用
定
員
（1
名
以
上
）
の

  
面
積
が
必
要
）

・
必
要
な
設
備
・備
品

サ
ロ
ン
の
運
営
に
必
要
な
設
備

※
1　
管
理
上
支
障
が
な
い
場
合
、
同
一
敷
地
内
の
他
事
業
所
等
の

　
　
　
職
務
に
従
事
可
能

※
2　
利
用
定
員
が
10
人
以
下
の
場
合
、
看
護
職
員
と
介
護
職
員
を

　
　
　
併
せ
て
１
以
上
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

・
共
生
型
に
よ
る
指
定
事
業
所
は
別
基
準
に
よ
り
実
施

・
左
記
の
「
予
防
専
門
型
通
所
サ
ー
ビ
ス
」
の
人
員
の
う
ち
、

「
ミ
ニ
デ
イ
型
通
所
サ
ー
ビ
ス
」を
提
供
す
る
職
員
を
必
要
数

配
置

・
「な
ご
や
介
護
予
防
・
認
知
症
予
防
プ
ロ
グ
ラ
ム
研
修
」
の
修

了
者
を
事
業
所
に
1以
上
配
置

※
 管
理
上
支
障
が
な
い
場
合
、
他
事
業
所
等
の
職
務
に
従
事
可

能 ・
「な
ご
や
介
護
予
防
・
認
知
症
予
防
プ
ロ
グ
ラ
ム
研
修
」
の
修
了
者

を
1
以
上
配
置

・
左
記
の
「
予
防
専
門
型
通
所
サ
ー
ビ
ス
」
の
人
員
の
う

ち
、
「
運
動
型
通
所
サ
ー
ビ
ス
」
を
提
供
す
る
職
員
を
必
要

数
配
置

※
 管
理
上
支
障
が
な
い
場
合
、
他
事
業
所
等
の
職
務
に
従
事
可
能

従
事
者
　
必
要
数

賃
金
労
働
者

有
償
・
無
償
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

※
介
護
予
防
通
所
介
護
の
よ
う
な
要
支
援
認
定
区
分
に
よ
る

　
報
酬
設
定
で
は
な
く
、
週
あ
た
り
の
利
用
回
数
に
よ
る
報
酬
設
定

　
へ
変
更
。

※
加
算
体
系
は
介
護
予
防
通
所
介
護
と
同
じ

・
自
己
評
価
・
ユ
ー
ザ
ー
評
価
参
加
加
算
（
20
単
位
／
月
）

・
介
護
予
防
改
善
加
算
（利
用
月
×
5
0
単
位
）
※
終
了
月
に
算
定

※
介
護
保
険
の
処
遇
改
善
加
算
相
当
分
も
加
味

・
自
己
評
価
・ユ
ー
ザ
評
価
事
業
参
加
加
算
（
20
単
位
／
月
）

・
介
護
予
防
改
善
加
算
（
利
用
月
×
50
単
位
）
※
終
了
月
に
算
定

・
評
価
加
算
（2
3
7単
位
／
月
）※
評
価
月
（
３
月
ご
と
）に
算
定

開
設
・
運
営
費
の
助
成

１
割
～
３
割
の
負
担

国
保
連
経
由

限
度
額
管
理
あ
り

  
（
要
支
援
２
：
１
０
，
５
３
１
単
位

 要
支
援
１
及
び
事
業
対
象
者
：
５
，
０
３
２
単
位
）

国
保
連
を
通
じ
て
の
請
求
や

限
度
額
管
理
は
発
生
し
な
い

　
福
祉
人
材
助
成
事
業
、
キ
ャ
リ
ア
ア
ッ
プ
研
修
等
に
加
え

て
、
更
な
る
取
り
組
み
を
検
討

人
材
の
確
保

　
福
祉
人
材
助
成
事
業
、
キ
ャ
リ
ア
ア
ッ
プ
研
修
等
に
加
え
て
、
　
更
な
る
取
り
組
み
を
検
討

限
度
額
管
理
の
有
無

限
度
額
管
理
あ
り

 （
要
支
援
２
：１
０
，
５
３
１
単
位
　
要
支
援
１
及
び
事
業
対
象
者
：
５
，
０
３
２
単
位
）

・
コ
ミ
セ
ン
・
団
地
の
集
会
所
や
空
き
ス
ペ
ー
ス

・
特
養
、
老
健
の
空
き
ス
ペ
ー
ス
を
活
用

・
N
P
O
法
人
が
所
有
ま
た
は
賃
貸
す
る
施
設

・
商
店
街
・
組
合
等
が
提
供
す
る
ス
ペ
ー
ス

・
民
間
企
業
が
提
供
す
る
ス
ペ
ー
ス

・
ミ
ニ
デ
イ
の
空
き
時
間
や
併
設
す
る
ス
ペ
ー
ス

（
令
和
2
年
度
末
時
点
で
、
1
,0
1
1
箇
所
の

高
齢
者
サ
ロ
ン
を
把
握
）

設
備
基
準
等

人
員
基
準
等

従
事
者
の
雇
用
形
態

賃
金
労
働
者

基
本
報
酬
額

利
用
者
負
担

１
割
～
３
割
の
負
担

－
請
求
の
方
法

（
利
用
者
負
担
分
を
除
く
）

国
保
連
経
由

事
業
所
の
指
定
／
委
託

事
業
者
指
定

サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
場
所

運
営
法
人
が
所
有
ま
た
は
賃
貸
す
る
施
設
で
各
種
法
令
に

合
致
す
る
も
の

　
通
所
介
護
、
地
域
密
着
型
通
所
介
護
、
予
防
専
門
型
通
所
サ
ー
ビ
ス
の

指
定
を
受
け
て
い
る
事
業
所

　
左
記
「予
防
専
門
型
通
所
サ
ー
ビ
ス
」
に
同
じ

た
だ
し
、
施
術
所
と
し
て
認
め
ら
れ
て
い
る
区
画
等
、
他
事
業
に
支
障
の
あ

る
場
所
で
の
実
施
は
不
可

　
通
所
介
護
、
地
域
密
着
型
通
所
介
護
、
予
防
専
門
型
通
所
サ
ー
ビ
ス

の
指
定
を
受
け
て
い
る
事
業
所

提
供
す
る
サ
ー
ビ
ス

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
「
な
ご
や
介
護
予
防
・
認
知
症
予
防
プ
ロ
グ
ラ
ム
」
を
活
用
し
た
機
能
訓
練
を
実
施

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
※
個
別
サ
ー
ビ
ス
計
画
が
必
要

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
※
昼
食
の
提
供
は
任
意

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
※
入
浴
可
（た
だ
し
、
見
守
り
の
み
で
衣
類
の
脱
着
等
の
介
助
は
な
し
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
※
送
迎
は
必
要
に
応
じ
て
実
施
（基
本
報
酬
に
送
迎
費
用
相
当
分
を
加
味
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
運
動
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
実
施

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
※
個
別
サ
ー
ビ
ス
計
画
が
必
要

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
※
昼
食
の
提
供
は
任
意

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
※
入
浴
可
（た
だ
し
、
見
守
り
の
み
で
衣
類
の
脱
着
等
の
介
助
は
な
し
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
※
送
迎
は
な
し
（
実
施
可
能
で
は
あ
る
が
、
利
用
者
か
ら
の
送
迎
費
用
の
徴
収
は
不
可
）

サ
ー
ビ
ス
提
供
の
頻
度

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ケ
ア
プ
ラ
ン
に
基
づ
き
決
定

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
※
週
１
回
、
２
時
間
～
３
時
間
の
利
用
時
間
を
想
定

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
※
原
則
、
２
４
回
目
の
属
す
る
月
の
末
日
ま
で
（
目
安
と
し
て
６
ヶ
月
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
※
令
和
２
年
４
月
か
ら
、
事
業
対
象
者
相
当
の
心
身
の
状
態
で
あ
る
場
合
、
利
用
期
間
更
新
可
能

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ケ
ア
プ
ラ
ン
に
基
づ
き
決
定

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
※
週
１
回
、
１
時
間
～
１
時
間
半
の
利
用
時
間
を
想
定

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
※
原
則
、
利
用
開
始
日
よ
り
６
ヶ
月
間
の
利
用

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
※
令
和
２
年
４
月
か
ら
、
事
業
対
象
者
相
当
の
心
身
の
状
態
で
あ
る
場
合
、
利
用
期
間
更
新
可
能

必
要
な
ケ
ア
プ
ラ
ン

ケ
ア
プ
ラ
ン
B
を
適
用

名
古
屋
市
の
第
１
号
通
所
事
業
の
 　
通
所
サ
ー
ビ
ス
 　
の
３
類
型
（
令
和
４
年
６
月
時
点
）
　
※
詳
細
は
「
総
合
事
業
の
実
施
に
関
す
る
要
綱
」
、
各
サ
ー
ビ
ス
の
「
人
員
等
基
準
要
領
」
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

事
業
主
体

サ
ー
ビ
ス
対
象
者

要
支
援
者

チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト
に
よ
る
事
業
対
象
者

担
い
手
の
養
成
研
修
を
実
施

必
要
な
資
格

配
置
要
件

管
理
者

な
し

　
　
常
勤
・専
従
1以
上
　
※
1

生
活
相
談
員

介
護
福
祉
士
等
　
　
専
従
1以
上

看
護
職
員

看
護
師
等

　
　
専
従
1以
上
　
※
2

介
護
職
員

な
し

　
　
～
15
人
　
専
従
1以
上
　
※
2

　
　
16
人
～
　
利
用
者
1人
に
専
従
0.
2以
上

機
能
訓
練
指
導
員

理
学
療
法
士
等
　
　
専
従
1以
上

必
要
な
資
格

配
置
要
件

管
理
者

な
し

　
　
専
従
1
以
上
　
※

従
事
者

医
師
、
保
健
師
、
看
護
職
員
、

理
学
療
法
士
、
作
業
療
法
士
、

言
語
聴
覚
士
、
柔
道
整
復
師
、

あ
ん
摩
マ
ッ
サ
ー
ジ
指
圧
師
、

は
り
師
・
き
ゅ
う
師
、

介
護
予
防
運
動
指
導
員
、

健
康
運
動
士
等

　
1
0
人
毎
に
専
従
1
以
上

必
要
な
資
格

配
置
要
件

管
理
者

な
し

　
　
専
従
1
以
上
　
※

従
事
者

経
験
の
あ
る
介
護
職
員

介
護
予
防
運
動
指
導
員

健
康
運
動
指
導
員
等
が

望
ま
し
い

　
　
～
1
5
人
　
専
従
1
以
上

　
　
1
6人
～
　
専
従
1
＋
必
要
数

区
分

報
酬
区
分

対
象
者

単
位
数

週
１
回
程
度

月
額

事
業
対
象
者

要
支
援
１
・要
支
援
２

1,
67
2単
位

週
２
回
程
度

月
額

要
支
援
２

3,
42
8単
位

区
分

報
酬
区
分

対
象
者

週
１
回
程
度

月
額

事
業
対
象
者

要
支
援
１

要
支
援
２

単
位
数

1,
41
7単
位

報
酬
区
分

対
象
者

単
位
数

日
額

事
業
対
象
者

要
支
援
１

要
支
援
２

2
4
0
単
位


